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令和 3年度第 3回廿日市市廃棄物減量等推進審議会 議事録

開催日時：令和 4年 3月 25 日（金）9：30～

開催場所：はつかいちエネルギークリーンセンター大会議室

１ 開会

２ 前回議事録の確認

前回議事録について全委員にご確認いただいた。

【決定事項】

Ø 議事録は、各委員の確認後、廿日市市ホームページに掲載する。

３ 審議会のスケジュールについて

審議会のスケジュールについて全委員にご確認いただいた。

４ アンケート調査結果

【質問・回答等】

委員 ：ごみ袋について改善を求める回答が多いとのことだがどのような内容か。

事務局 ：袋の値段、サイズ、質、形についての内容が多かった。

委員 ：問６及び問７において、ごみ減量化に関する市民の取り組みに関して質問している

が、これらの回答は今後どのように活用されるか。

事務局 ：問６のその他意見では、実際に市民がどのような取り組みを実施しているかを質問

している。今後は、いただいた回答を踏まえ、第 3次廿日市市一般廃棄物処理基本

計画のごみ減量化施策に反映していきたいと考えている。

【意見】

委員 ：問２において、各家庭での燃やせるごみ指定袋の使用枚数を質問しているが、ごみ

袋の使用枚数はごみの排出量と関連があると考えられる。使用枚数は世帯人数によ

っても変わると考えられるが、その中でも問５（有料化に伴う減量化の意識の変化）

及び問 12（循環型社会を形成するために、3R のうちどの Rが重要か等）との関連

を見ることで、減量化施策を取り組むにあたり市が注力すべき内容が見えてくると

考えられる。

委員 ：問６及び問７において、どういう人がどのような取り組みを行っているか、反対に

どのような人が取り組みを行っていないかを分析することで、ごみ減量化に向け、

市が取り組むべき内容が見えてくるのではないか。

５ 審議 第 3次計画におけるごみ減量化施策（案）（現計画の実施状況含む）

【質問・回答等】

委員 ：ごみ減量化施策のコンセプトは市民にも公表されるか。

事務局 ：ごみ減量化施策のコンセプトは市民にも公表する予定である。
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委員 ：ごみ減量化施策のコンセプトを市民に公表し、市民に対するメッセージとするので

あれば市民が受け入れやすい表現に見直すほうが良い。

事務局 ：了解した。ご意見を反映したごみ減量化施策のコンセプトは再考し、改めてご提示

する。

委員 ：重点施策と注力施策の違いは何か。

事務局 ：注力施策は市として進めていきたい施策であり、重点施策は特に進めていきたい施

策である。

委員 ：本日提示いただいた施策の内容は、本日の審議会で確定するのか。

事務局 ：施策は本日の審議会では確定せず、継続して検討していくことを予定している。

委員 ：No.3「食品ロス低減の促進」について、廿日市市の食品ロスの割合は把握できるの

か。可能であれば情報として提示いただけないか？

事務局 ：家庭系ごみの組成調査を実施しているため、食べ残しや手つかず食品などの家庭か

らのごみの概算割合は算出することが可能と考える。一度、どのように提示するか

を含めて検討する。

委員 ：施策 No.15「旧焼却施設の解体と跡地の有効利用」について、旧焼却施設の解体後

の跡地の有効利用に係る内容は、本審議会にて審議して決定することになるのか。

事務局 ：本内容は施策として挙げているに過ぎず、実際の検討は市内部で行う予定である。

委員 ：施策 No.16「リサイクルプラザのあり方検討」について、リサイクルプラザの今後

の在り方の検討は、本審議会にて審議して決定することになるのか。また、具体的

なリサイクルプラザの在り方の検討は進めているのか。

事務局 ：リサイクルプラザの今後の在り方の検討及び決定は、施策 No.15 と同様に市内部で

行う予定である。なお、今年度から新しくプラスチックに係る資源の促進等に関す

る法律が施行されるため、法律の内容を踏まえて検討していきたいと考えている。

委員 ：リサイクルプラザの在り方は、市民にアンケート調査で意見を募集したり、環境学

習を実施した場合に意見を求めるなど、市民から意見を募って検討を進めるほうが

良いと考える。

事務局 ：了解した。環境学習や啓発講座を開催した際などに意見を募集するなど、広く市民

に意見を求めながら検討を進めたい。

委員 ：ごみの減量化施策には、プラスチックの再生や分別回収なども含まれているが、近

年問題になっている海岸漂着ごみの対策は含まれないのか。

事務局 ：海岸漂着ごみについては、環境学習などの啓発のなかで触れられる内容であると考

えている。実際に発生した海岸漂着ごみの処理等などを含む全体の内容は、環境基

本計画の中で整理を行う予定である。

委員 ：施策の実施状況等を整理するための施策管理シートは、本日議論する内容か。

事務局 ：審議までは考えていないが、意見等あればいただきたい。

委員 ：施策管理シートの運用について、実施状況等は事務局側が判断し評価すると考えて

良いか。

事務局 ：お見込みのとおりである。

委員 ：施策管理シートの実施状況や効果の判断基準の数値は、現計画等を参考に決められ

たのか。
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事務局 ：現施策の実施内容やアンケート調査の結果を踏まえて設定した。

委員 ：施策管理シートの実施状況等の考え方について、再度内容を整理いただきたい。

事務局 ：了解した。

【意見】

委員 ：ごみ減量化施策のコンセプトについて、現時点では 2つのコンセプトを整理してい

るが、1つにまとめたほうがわかりやすいと考える。また、SDGs を踏まえた内容と

したのは良いが、市民のうち、特に高齢者が理解できるか不明瞭である。ごみ減量

化について市民や高齢者が理解できるような、わかりやすい表現で記載されたい。

委員 ：子供のときから、ごみを出す意識を持つことが大切だと思う。新しくできたはつか

いちエネルギークリーンセンターを活用して見学会など実施し、子どもときからご

みに対する意識を高めていくような取り組みを実施してほしい。

委員 ：施策 No.1「市民への情報発信」について、ごみ分別アプリは、利用促進を兼ねて、

内容やソフトを変更することも検討してほしい。

委員 ：施策 No.1「市民への情報発信」について、ごみ減量化施策の内容を発信するとある

が、その際、施策 No.14「プラスチック製品の分別収集等」については、なぜプラ

スチックを分別するか、施策 No.16「リサイクルプラザのあり方検討」については、

なぜリサイクルプラザのあり方を検討するかなど、施策内容だけではなく理由もあ

わせてアプリなどを用いて市民へ説明したらよいと思う。

委員 ：施策 No.1「市民への情報発信」について、スマートフォンを用いた情報発信等は、

若者にとっては便利だと思うが、高齢者は機器自体を持っていない人もおり、全て

を電子化すると取り残されてしまう高齢者が発生する懸念がある。高齢者にもしっ

かり伝わるような情報発信をしていただきたい。

委員 ：施策 No.1「市民への情報発信」について、廿日市市のごみ分別アプリはわかりやす

いと思う。例えば若者を対象としたアプリを用いた協議会を開くなどしてはいかが

か。

委員 ：施策 No.1「市民への情報発信」について、新型コロナウイルス感染症流行前は、集

会所や市民センターにペットボトルや紙などのリサイクル方法について講座など

が開催されていた。そういうことが実施できれば、世代間交流を兼ねたリサイクル

が出来るのではないか。

委員 ：施策 No.3「食品ロス低減の促進」について、例えば目玉商品などは安いため購入し、

家に帰ると食料が被ってしまい廃棄することもある。そういう意識改革を行うこと

が必要だと考える。

委員 ：施策 No.3「食品ロス低減の促進」について、新型コロナウイルス感染症が流行する

前は、例えば余ってしまったお歳暮などを必要な人に必要な分配っていたが、新型

コロナウイルス感染症により、集合することが出来なくなった。どこかに需要があ

るが、当人は必要でないものがうまく回るような仕組みを検討してほしい。

委員 ：施策 No.3「食品ロス低減の促進」について、広島県の環境保健協会が重点施策とし

て取り組みを実施している。他の団体と連携したり、情報共有をすることで、二重

に取り組みを実施することがなくなると考えられる。
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委員 ：施策 No.3「食品ロス低減の促進」について、コンビニの食品は賞味期限が過ぎたら

廃棄されると聞いている。個人的には、賞味期限が数時間超過しようが問題ないと

考えている。廃棄食品を無くすために、どの商品を半額にするかなどみんなで知恵

を出し合って検討すれば、破棄される商品は減ると考える。

委員 ：施策 No.10 「資源ごみの分別指導」については、SDGs の取り組みの説明を交えな

がら、わかりやすい指導を心掛けられたい。

委員 ：施策 No.19「不法投棄対策」について、プラスチックの類の不法投棄がかなり多い

印象である。プラスチックの分別についての施策があるが、不法投棄として集めら

れたごみの置場がないなど課題もあったことから、不法投棄やプラスチック製品の

分別に関する施策は実情も踏まえて検討してもらいたい。

６ その他

【決定事項】

Ø 第 4回廿日市市廃棄物減量等推進審議会は、令和 4年 7月に実施予定である。

【質問・回答等】

委員 ：次回審議会までに時間が空くが、本日審議した内容を踏まえた資料を、一度中間で

報告していただけるか。

事務局 ：了解した。

７ 閉会

以上


